
入 札 説 明 書

令和７年度大分県立学校体育館空調液化石油ガス（ＬＰガス）供給単価契約に係る一般競争入札等

については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければなりません。

この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記３に掲げる者に説明を求めること

ができます。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはで

きません。

記

１ 公告日 令和７年６月１６日

２  競争入札に付する事項

⑴ 件 名 令和７年度大分県立学校体育館空調液化石油ガス（ＬＰガス）供給単価契約

⑵ 契約期間 令和７年７月１日から令和８年３月３１日（９か月）まで

⑶ 対象施設 下記県立学校第一体育館空調用ガスバルク

学校名 住所

大分舞鶴高等学校 大分市今津留1丁目19-1

鶴崎工業高等学校 大分市大字葛木509

大分鶴崎高等学校 大分市南鶴崎3丁目5-1

杵築高等学校 杵築市大字本庄2379

中津支援学校 中津市大塚町1

中津東高等学校 中津市上如水145-3

中津南高等学校 中津市高畑2093

日田高等学校 日田市田島2丁目9-30

臼杵支援学校 臼杵市大字井村911

臼杵高等学校 臼杵市大字海添2521-1

(4)仕様書 別添「令和７年度大分県立学校体育館空調液化石油ガス（ＬＰガス）供給単価契約仕

様書」のとおり

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称

  大分県教育庁教育財務課

  〒870－8503 大分市府内町3丁目10番1号

  電話 097－506－5462

４ 契約条項を示す場所及び日時

  大分県ホームページ及び大分県物品等電子入札システム（以下「物品等電子入札システム」とい

う。）上に、公告の日から物品等電子入札システムによる入札金額の入力期限（令和７年６月２６

日１７時００分）まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。

５ 物品等電子入札システムの利用

  本案件は、物品等電子入札システムで行い紙による入札は認めないものとする。（ただし、商号

又は代表者等の変更により、ICカードの再取得が間に合わない場合等の理由により、大分県電子入

札運用基準（物品・役務）に基づき、紙入札の承認を得た場合を除く。）

また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運

用基準による。

６ 入札参加条件

  この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ



と。

⑵ 大分県が発注する物品の製造の請負及び買入れに係る競争入札に参加する者に必要な資格（平

成２０年大分県告示第１４８号）を、取得している者であること。

⑶ 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であ

ること。

⑷ この公告の日から「11 物品等電子入札システムによる開札」に掲げる開札予定日時までの間

に、大分県が発注する物品の製造の請負及び買入れに係る競争入札に参加する者に必要な資格

（平成２０年大分県告示第１４８号）を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者で

あること。

⑸ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者

が、その経営に実質的に関与していない者であること。

   なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。

  ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

  イ 暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

  ウ 暴力団員が役員となっている事業者

  エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

  オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結

している者

  カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者

  キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を

有している者

  ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

７ 入札説明書の交付

  上記４に同じ

８ 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨

⑴ 使用言語 日本語

⑵ 通  貨 日本国通貨

９ 物品等電子入札システムによる入札参加申請期間

この公告の日から令和７年６月２４日１７時００分まで

10 物品等電子入札システムによる入札金額の入力期間

  入札参加承認の日から令和７年６月２６日１７時００分まで

11 物品等電子入札システムによる開札

  開札は、物品等電子入札システムにより行うものとする。

⑴ 開札場所 上記３に同じ

⑵ 開札予定日時 令和７年６月２７日１０時００分

12 再入札

  開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定

により再度の入札を行う。この場合において、再入札については、金額の入力期限、開札日時及び

最低入札価格を物品等電子入札システムにより通知する。また、再入札は開札日当日に行うので対

応できるようにすること。

13 大分県契約事務規則の適用

  入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則（昭和３９年

大分県規則第２２号）の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。



14 入札保証金に関する事項

  免除とする。

15 入札参加時の注意点

⑴ 入札には、上記６の⑶に掲げる資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て、入札の

参加、契約の締結及び業務の履行、代金の請求及び受領等並びにこれらに附帯する一切の事項

の権限を有する者として登録を受けた者（以下「本人」という。）が参加することを原則とす

る。

⑵ 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問

わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。

⑶ 本入札は「基本料金(月額)（税抜）」と「従量単価(1 立方メートル当たり) （税抜）」

を見積もる必要があるため、年間金額を登録すること。すなわち、「基本料金（月額）（税

抜）」には９を乗じ、「従量単価（1立方メートル当たり）（税抜）」には契約期間中発

注予定数量（仕様書、５ 発注予定数量、合計欄）に記載）を乗じた額の合計額を登録す

ること。

なお、予定価格は、基本料金、従量単価を定めることから、落札者は、それぞれ予定価

格以下の者のうち、総価比較方式で決定する。

併せて、各学校の「基本料金(月額) （税抜）」・「従量単価(1立方メートル当たり)

（税抜）」を記載した、入札内訳書（様式１）を提出すること。

⑷ 本入札に参加するには、事前に物品等電子入札システムにおけるログインＩＤ及びパスワー

ドの交付を受ける必要がある。

⑸ 入札金額の入力には、大分県から入札参加承認時に電子メールにより送信される「入札参加

通知」に記載されている６桁の認証番号が必要である。なお、認証番号の再発行は行わないも

のとする。

⑹ この入札については、大分県物品等電子入札システム運用基準及び大分県物品等電子入札シ

ステム操作マニュアル（事業者機能）を熟知のうえ入札しなければならない。なお、入札後に

物品等電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできな

い。

16 入札の無効

  大分県契約事務規則（昭和39年大分県規則第22号）第27条に規定する事項のほか、入札に関する

条件に違反した入札は無効とする。

  なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。

17 落札者の決定の方法

⑴ 有効な入札において、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内

の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。

⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、物品等電子入札システ

ムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。

⑶ 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施

行令第１６７条の２第８項又は第９項の規定により随意契約を行うものとする。

18 契約保証金に関する事項

  年間予定金額の１０／１００以上

  （大分県契約事務規則第５条第３項各号のいずれかに該当する場合、免除）

19 最低制限価格に関する事項

  設定しない。



20 契約書の作成

  落札者決定通知の日から７日以内に、県が作成する様式による契約書に必要事項を記載し、記名

押印のうえ提出すること。

21 質問の受付及び回答

⑴ 本業務についての質問は、質問書（別添様式）により下記⑵から⑷までのとおり行うものと

し、質問書の提出があった場合においては、⑸の期限までに、質問の内容及び回答を大分県ホ

ームページに掲載する。

⑵ 提出場所 大分県教育庁教育財務課

⑶ 提出期限 令和７年６月１８日１７時００分

⑷ 提出方法 持参、電子メール、郵送又はＦＡＸのいずれかの方法により提出すること。な

お、ＦＡＸによる場合は必ず電話により着信を確認すること。

⑸ 回答期限 令和７年６月２４日１７時００分

22 引継ぎに関する事項

  入札後、落札業者は令和７年７月１日から円滑に業務ができるよう準備すること。

  また、令和７年６月３０日までの各学校の供給者とＬＰガスバルク内の残量ＬＰガスや供給に必

要な事項等について、同者と協議のうえ引受けを行うこと。



（契約条項）

令和７年度大分県立学校体育館空調液化石油ガス（ＬＰガス）供給単価契約書

発注者 大分県         （以下「甲」という。）と受注者          （以下「乙」と

いう。）とは、燃料等の売買について、次のとおり契約を締結する。

（契約の内容）

第１条 甲が、乙から継続的に購入する燃料等、単価、契約期間及び納入場所等は、別表のとおりとする。

  （検査）

第２条甲は、毎月検針日を指定し、乙の立会のもとに使用量の検査を行うものとする。

２ 前項の他、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」という）他、関

係法令等に基づく、定期検査を行うものとする。

  （代金の請求及び支払時期）

第３条 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に代金を支払わ

なければならない。

  （納入遅延に対する遅延利息）

第４条 乙の責めに帰する理由により、納入期限までに燃料等を納入しない場合は、乙は甲に対して遅延利

息を支払うものとする。

２ 前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入するまでの日数に応じ、契約金に対し、年 2.5％の割

合を乗じて計算した額とする。

（履行委託等の禁止）

第５条 乙は第三者に契約の履行を委託し、もしくは一括して請け負わせ、または、契約による権利を譲

渡し、もしくは契約による義務を引き受けてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合は、この限り

でない。

（法令の遵守）

第６条 乙は、液石法その他関係法令等を遵守し、その責任を負うものとする。

（契約の変更）

第７条 甲は、公益上必要があると認めたときは、乙と協議して契約を変更し、もしくはその履行を中止さ

せることができるものとする。

２ この契約締結後において、市場価格の変動を考慮し、液化石油ガスの単価は、（一財）日本エネルギー

経済研究所 石油情報センターが公表する数値等をもとに、適宜、甲乙協議して見直す場合がある。

（契約の解除）

第８条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において解除

により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。

（１）納入期限までに物品の納入を終わる見込みのないとき。

（２）履行に関し不正の行為があると認めたとき。



（３）乙に誠意がなく完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。

（４）乙がこの契約の各条項に違反したとき。

（５）乙が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しく

は暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。

（違約金）

第９条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、違約金を徴収する。

２  前項の違約金の額は、契約金の１００分の１０に相当する金額とし、この違約金の徴収は甲の損害賠償

の請求を妨げない。

（協議）

第１０条 この契約書に約定しない事項について約定する必要が生じたとき、または、この契約書に約定

する事項について疑義のあるときは、その都度甲・乙協議して定めるものとする。

この契約が成立したことを証するため、この契約書２通を作成し、各自それぞれ１通を保持する。

   令和７年７月  日

                 甲 所 在 地  大分県大分市大手町３丁目１番１号

                  名    称  大 分 県

                   代 表 者  大分県知事 佐 藤  樹 一 郎

                 乙 所 在 地  

                   商号又は名称

                   代表者氏名       



（別 表）

  １  購入単価

  （１）基本料金

学校名 単 位 金額（税込み）

大分舞鶴高等学校 月額

（バルク１器あたり）

円  

鶴崎工業高等学校 〃

（バルク１器あたり）

円

大分鶴崎高等学校 〃

（バルク１器あたり）

円

杵築高等学校 〃 円

中津支援学校 〃 円

中津東高等学校 〃 円  

中津南高等学校 〃 円

日田高等学校 〃

（バルク１器あたり）

円

臼杵支援学校 〃 円

臼杵高等学校 〃

（バルク１器あたり）

円

（２）従量料金（㎥単価）

納 品 名 単 位 金額（税込み）

液化石油ガス

（い号ガス）

１㎥ 円  

（３）設備料金

   ０円（設備は、県所有のため）



２ 契約期間   令和７年７月１日から令和８年３月３１日まで

３ 納入場所  大分舞鶴高等学校、他９校

４ 契約保証金  年間予定金額の１０／１００以上

（大分県契約事務規則第５条第３項各号のいずれかに該当する場合、免除）


